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研究要旨 

わが国の食品衛生法では食品(種)ごとに細菌数(生菌数)，大腸菌群，E. coli(糞便系大

腸菌群)等の規格基準が規定されており，それぞれ個別に試験法が定められている。しかし，

これらの試験法間では同様な試験工程においても整合性が取れない操作・手順のあること

や，ISO(国際標準化機構)が制定する標準試験法や米国 FDA の公定法(Bacteriological 

Analytical Manual；BAM法)との調和が計られていない現状が指摘されている。 

これらの現状を改善するために，｢食品からの微生物標準試験法検討委員会｣における専

門家による会議及び衛生指標菌作業部会における討議・検討の結果，今後規格基準が制定・

改正される食品の衛生指標菌の試験法として，ISOの試験法を土台にしたわが国の標準法を

確立することの方向性が確認されている。 

今年度の本研究では，β-グルクロニダーゼ陽性大腸菌の試験法である ISO 16649-2：2001

を大腸菌数の試験方法として採用する場合において，ストレス処理(凍結処理)を行った大

腸菌自然汚染の食品種ごとに当該試験法に記述されている損傷菌を対象とした培養条件の

有効性の検討するとともに，培養時間が超過した場合の影響についても考察した。その結

果、本研究において用いた食品種では，損傷菌(凍結処理)に対する前培養の有効性は認め

られなかった。また，培養時間が 24 時間を超えた場合の大腸菌数は 18～24 時間培養後の

大腸菌数と差は認められなかったが，大腸菌以外の集落が増加した試料が認められたこと

から，大腸菌集落の誤判定を避けるためにも，規定された培養時間を守る必要があると考

えられた。さらに、本研究で用いた食品のように TBX寒天培地(44±1 ℃，18～24時間培養)

に生育する大腸菌以外の菌が多数共存する試料では，ISO 16649-2：2001 に規定された計数・

計算方法どおりには大腸菌数の算出ができない可能性があるため，このような場合の計

数・計算方法についても検討する必要があると考えられた。 

          

Ａ. 研究目的 

わが国の食品衛生法では｢乳及び乳製品の

成分規格等に関する省令｣(昭和 26 年，厚生

省令第 52 号)及び｢食品，添加物等の規格基
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準｣(昭和 34年，厚生省告示第 370号)の中で，

食品(種)ごとに細菌数(生菌数)，大腸菌群，

E. coli(糞便系大腸菌群)等の規格基準が規

定されており，それぞれ個別に試験法が定め

られている。しかし，これらの試験法間では

同様な試験工程においても整合性が取れな

い操作・手順のあることや，ISO(国際標準化

機構)が制定する標準試験法や米国 FDA の公

定法(Bacteriological Analytical Manual；

BAM 法)との調和が計られていない現状が指

摘されている。 

これらの現状を改善するために，｢食品か

らの微生物標準試験法検討委員会｣における

専門家による会議及び衛生指標菌作業部会

における討議・検討の結果，今後規格基準が

制定・改正される食品の衛生指標菌の試験法

として，ISO の試験法を土台にしたわが国の

標準法を確立することの方向性が確認され

た。これまで Enterobacteriaceae(腸内細菌

科菌群)，Presumptive Escherichia coli(推

定大腸菌)及び Coliforms(大腸菌群)に関す

る標準法の策定作業を進めてきたが，今後は

Microorganisms( 一 般 生 菌 数 ) 及 び

β-glucuronidase-positive Escherichia 

coli(β-グルクロニダーゼ陽性大腸菌)の試

験法並びに試験結果の算定法を確立するこ

とを検討課題とすることとした。 

昨年度の本研究では，当該試験法に記述さ

れている損傷菌を対象とした培養条件の有

効性について検討するため，ストレス処理

(加熱処理，酸処理及び凍結処理)を行った大

腸菌の菌液について TBX 寒天培地を用いた

大腸菌数の測定を実施した。その結果，加熱

処理及び凍結処理においては，前培養｢なし｣

の大腸菌数よりも前培養｢あり｣の大腸菌数

のほうが高い傾向にあったが，極端な相違は

認められなかった。したがって， ISO 

16649-2：2001を大腸菌数の試験方法として

採用する場合は，食品群ごとに前培養の有効

性を比較・評価し，前培養を行う必要がある

のかを検討しなければならないと考えられ

た。 

今年度の本研究では，ストレス処理(凍結

処理)を行った大腸菌自然汚染の食品につい

て，当該試験法に記述されている損傷菌を対

象とした培養条件の有効性の検討を目的と

するとともに，培養時間が超過した場合の影

響についても考察することを目的とした。 

 

Ｂ. 研究方法 

1)研究概要 

ISO 16649-2：2001 では，TBX 寒天培地の

培養条件を｢44±1 ℃，18～24 時間｣と規

定しているが，ストレスを受けた大腸菌

(損傷菌)の存在が疑われる場合は，｢37±

1 ℃，4 時間｣の前培養を行った後に｢44

±1 ℃，18～24 時間｣培養するよう規定し

ている。損傷菌に対する前培養の有効性

を確認するために，ストレス処理(凍結処

理)を行った食品について，TBX 寒天培地

を用いて 2 通りの培養条件(前培養｢なし｣

及び前培養｢あり｣)により大腸菌数を測

定し，それぞれについて得られた結果を

比較・評価した。 

また，ISO 16649-2：2001 では，TBX 寒天

培地の培養条件において，｢培養時間は 24

時間を超えてはならない｣と規定してい

る。培養時間が 24 時間を超過した場合の

影響を確認するため，18～24 時間に加え，

42～48 時間培養後の大腸菌集落数も計測

し，得られた結果を比較・評価した。 

 

2)ストレス処理(凍結処理)を行った試料

の大腸菌数測定における前培養の有効性 

①ストレス処理(凍結処理) 

-20 ℃に設定した冷凍庫内に食品を 2～3

日間保存したものをストレス処理(凍結

処理)試料とした。 

②試料液の調製 

ストレス処理後の試料を 10 g ずつ無菌的
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に秤量し，滅菌ペプトン加生理食塩水 90 

ml を加えた後，ストマッカーを用いて 1

分間撹拌・混合して試料原液とした。ま

た，滅菌ペプトン加生理食塩水を用いて

試料原液の 10 倍段階希釈液を調製した。 

③大腸菌数の測定 

TBX 寒天培地を用いた混釈平板培養法に

より試料の大腸菌数を測定した。なお，

以下に示した 2 条件により培養し，生育

した大腸菌の典型集落数を計測し，試料 1 

g 当たりの大腸菌数を算出した。ただし，

ISO 16649-2：2001 では｢典型集落数が 150

個未満かつ総集落数が 300 個未満の平板

の典型集落数を計数する｣とあるが，1 平

板の総集落数が 300 個以上の場合でも典

型集落数が 150 個未満であった場合は大

腸菌数の数値として採用した。 

条件 1：44±1 ℃，18～24 時間(前培養｢な

し｣) 

条件 2：37±1 ℃，4 時間後に 44±1 ℃，

18～24 時間(前培養｢あり｣) 

 

3)培養時間が 24 時間を超えた場合の大腸

菌数測定結果への影響 

①試料液の調製 

試料(食品)を 10 g ずつ無菌的に秤量し，

滅菌ペプトン加生理食塩水 90 ml を加え

た後，ストマッカーを用いて 1 分間撹拌・

混合して試料原液とした。また，滅菌ペ

プトン加生理食塩水を用いて試料原液の

10 倍段階希釈液を調製した。 

②大腸菌数の測定 

TBX 寒天培地を用いた混釈平板培養法に

より試料の大腸菌数を測定した。なお， 

44±1 ℃，18～24 時間培養し，大腸菌の

典型集落数を計測した後，速やかに 44±

1 ℃の恒温器に入れ，さらに 24 時間培養

し，生育した典型集落数を計測した。典

型集落数から試料 1 g 当たりの大腸菌数

を算出した。ただし，ISO 16649-2：2001

では｢典型集落数が 150 個未満かつ総集落

数が 300 個未満の平板の典型集落数を計

数する｣とあるが，1 平板の総集落数が 300

個以上の場合でも典型集落数が 150 個未

満であった場合は大腸菌数の数値として

採用した。 

 

Ｃ. 研究結果及び考察 

1)ストレス処理(凍結処理)を行った試料の

大腸菌数測定における前培養の有効性 

ストレス処理を行った試料の大腸菌数測定

結果を表-1に示した。 

なお，大腸菌数を測定した TBX寒天培地の一

例を写真-1～4 に示した。また，前培養｢あ

り｣の大腸菌数(対数)から前培養｢なし｣の大

腸菌数(対数)を引いた値を図-1に示した。 

前培養｢なし｣と前培養｢あり｣の大腸菌数に

おいては，11 試料中 8 試料で前培養｢なし｣

の大腸菌数が高い値であったが，表-1 に示

したとおり，その比は 2.0以内であり，極端

な大腸菌数の相違は認められなかった。また，

各測定値を対数に変換した後，対応のある 2

群の平均の差の t検定を行った結果，得られ

た t0値は 0.26であり，有意水準 1 %で｢有意

差なし｣と判定された。 

 

2)培養時間が 24 時間を超えた場合の大腸菌

数測定結果への影響 

試料の大腸菌数測定結果を表-2に示した。 

なお，大腸菌数を測定した TBX寒天培地の一

例を写真-5～8に示した。 

培養 18～24時間及び培養 42～48時間におい

て大腸菌集落数の差はまったく認められず，

培養 42～48 時間後でも大腸菌集落の判定に

支障はなかった。しかし，培養 42～48 時間

後では大腸菌(青色)以外の集落が大きくな

ることや新たな大腸菌以外の集落が出現し

た試料も認められた。 

 

Ｄ. 結 論 
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ストレス処理(凍結処理)を行った食品に対し

て，損傷菌を対象とした培養条件の有効性につ

いて検討した。その結果，前培養｢なし｣の大腸

菌数と前培養｢あり｣の大腸菌数において明らか

な差は認められず，対応のある 2 群の平均の差

の t 検定においても，有意水準 1 %で｢有意差な

し｣と判定された。したがって，本研究において

用いた食品では，損傷菌(凍結処理)に対する

前培養の有効性は認められなかった。 

また，本研究において用いた食品では，培養

時間が 24 時間を超えた場合の大腸菌数は 18

～24 時間培養後の大腸菌数と差は認められな

かったが，大腸菌以外の集落が増加した試料

が認められたことから，夾雑菌の種類によって

は 24時間を超える培養で典型集落の判別に影

響が出る可能性もあると考えられた。 

以上のことから，前培養の有効性は大腸菌が

受けたストレスや食品群によって異なると考えら

れ，ISO 16649-2：2001 を大腸菌数の試験方法

として採用する場合は，食品群ごとに前培養の

有効性を比較・評価し，前培養を行う必要があ

るのかを検討することが重要と考えられた。また，

大腸菌集落の誤判定を避けるためにも，規定さ

れた培養時間を守る必要があると考えられた。 

なお，本研究で用いた食品のように TBX寒天

培地(44±1 ℃，18～24時間培養)に生育す

る大腸菌以外の菌が多数共存する試料では，

ISO 16649-2：2001に規定された計数・計算

方法どおりには大腸菌数の算出ができない

可能性があるため，このような場合の計数・

計算方法についても検討する必要があると

考えられた。 

 

Ｅ. 健康危険情報 

  なし 

 

Ｆ. 研究発表 

なし 

 

Ｇ. 知的財産権の出願・登録状況 

1. 特許取得 

   なし 

2. 実用新案登録 

   なし 

3. その他 

   なし 
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表-1 試料の大腸菌数測定結果 

食品 

試料1 g当たりの大腸菌数*1 

B/A ストレス処理あり 

前培養｢なし｣(A)*2 前培養｢あり｣(B)*3 

牛小間肉 1.6×102 1.5×102 0.94 

豚ひき肉  8.3×103 *4  6.8×103 *5 0.82 

鶏むねひき肉 2.4×102 2.3×102 0.96 

鶏ももひき肉 1.4×105 1.2×105 0.86 

鶏つみれ 2.2×102 1.9×102 0.86 

鶏レバー 1.0×105 1.1×105 1.10 

鶏きも 5.6×105 4.8×105 0.86 

いとより  1.2×102 *6  1.1×102 *7 0.92 

鶏味付きつみれ 30 60 2.00 

メンチカツ 1.5×102 1.6×102 1.07 

コロッケ 1.0×102 80 0.80 

*1 TBX寒天培地を用いた混釈平板培養法 

*2 44±1 ℃，18～24時間 

*3 37±1 ℃，4時間後に44±1 ℃，18～24時間 

*4 写真-1 

*5 写真-2 

*6 写真-3 

*7 写真-4 
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表-2 試料の大腸菌数測定結果  

食品 
試料1 g当たりの大腸菌数*1，*2 

培養18～24時間 *3 培養42～48時間 *4 

牛小間肉 
2.7×103 

 (約104～105) 

2.7×103 

(約104～105) 

豚ひき肉 
  1.5×104 *5 

(約104～105) 

  1.5×104 *6 

(約105) 

鶏むねひき肉 
4.1×102 

(約105) 

4.1×102 

(約105) 

鶏ももひき肉 
1.1×105 

(約105～106) 

1.1×105 

(約105～106) 

鶏つみれ 
2.1×102 

(10未満) 

2.1×102 

(50) 

鶏レバー 
4.6×105 

(約104～105) 

4.6×105 

(約105) 

鶏きも 
4.1×105  

(約105) 

4.1×105  

(約105) 

いとより 
  1.5×102 *7 

(約102) 

  1.5×102 *8 

(約102) 

鶏味付きつみれ 
40 

(約105) 

40 

(約105) 

メンチカツ 
60 

(約105) 

60 

(約105) 

コロッケ 
5.8×102 

(約103) 

5.8×102 

(約104) 

*1 TBX寒天培地を用いた混釈平板培養法 

*2 括弧内に試料1 g当たりの大腸菌以外の菌の概数を示した。 

*3 44±1 ℃，18～24時間 

*4 44±1 ℃，42～48時間 

*5 写真-5 

*6 写真-6 

*7 写真-7 

*8 写真-8 
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図-1 前培養｢なし｣(A)及び｢あり｣(B)で培養した大腸菌数(対数)の差(B-A) 
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写真-1 豚ひき肉 ストレス処理あり 前培養｢なし｣ 

18～24時間培養 [100倍希釈液] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-2 豚ひき肉 ストレス処理あり 前培養｢あり｣ 

18～24時間培養 [100倍希釈液] 
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写真-3 いとより ストレス処理あり 前培養｢なし｣ 

18～24時間培養 [10倍希釈液] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-4 いとより ストレス処理あり 前培養｢あり｣ 

18～24時間培養 [10倍希釈液] 
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写真-5 豚ひき肉 18～24時間培養 [100倍希釈液] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-6 豚ひき肉 42～48時間培養 [100倍希釈液]  
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写真-7 いとより 18～24時間培養 [10倍希釈液] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-8 いとより 42～48時間培養 [10倍希釈液]  

 

 

以    上 
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平成 25 年度 国立医薬品食品衛生研究所委託事業報告書 
 
１．目的 

本事業は、国立医薬品食品衛生研究所の「食品からの微生物標準試験法検討委員会」

における衛生指標菌試験法案作成の基礎的データを収集することを目的とした。我が国

で一般に用いられている細菌数（生菌数）試験法と ISO 標準法に基づく一般生菌数計数

法により市販食品の生菌数測定を行い、結果の差異の確認と、その原因についての考察

を行った。今年度は ISO 標準法に個別規格のある食品分類から「肉及び肉製品」を選択

した。 
 
２．方法 

「肉及び肉製品」に該当する牛肉、鶏肉、豚肉について 3 つの加工形態（ブロック、

スライス・カット、ミンチ）の生食肉の市販品を購入し、本検討に供した。 
購入した食品について、我が国で一般的に用いられている従来法として食品衛生検査

指針 2004 に記載のある標準寒天平板培養法を、ISO 標準法として ISO 4833-1:2013（混

釈法）及び ISO 4833-2:2013（平板塗抹法）を採用し、3 試験法で一般細菌数の測定を行

った。測定で得られた菌数の差及び相関について考察するとともに、菌数の差が 1Log 
CFU/g 以上の食品についてコロニーを分離し菌種の同定を行った。 
食品分類及び検体数は表１のとおり。 
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試験方法、食品分類及び検体数 
表１ 検体数 

 スライス・カット ブロック ミンチ 
牛肉 7 7 7 
鶏肉 7 7 7 
豚肉 7 7 7 
合計 21 21 21 

総合計 63 検体 
 
 
 
 
 
表２ 試験方法 
従来法 ISO 標準法 

標準寒天平板培養法 
食品衛生検査指針 2004 

ISO 4833-1:2013 (混釈法) ISO 4833-2:2013（塗抹法） 

試料調製は ISO 6887-2:1999 による 

 
測定値の算定法は ISO 7218:2007Amd1:2013 に従った。すなわち連続する２段階の希釈で

各希釈段階につきシャーレ 2 枚の場合の菌数算定を以下の式でおこなった。 
 

dnn
C

N
)1.0( 21 +

= ∑
 

∑C  ：各平板の集落数の合計 

1n  ：希釈が低い方の算定対象シャーレ枚数 

2n  ：希釈が高い方の算定対象シャーレ枚数 
d  ：希釈が低い方の希釈倍数 
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試験フロー 
採取 25ｇ 
 
原液調製 25ｇ＋0.1％ペプトン加生理食塩水 225ml 
 
希釈試料液の調製（検査指針法：１平板 30～300 個、ISO：１平板 10～300 個となるよう） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

試料液 0.1ml×2 枚 
＋PCA 平板培地塗抹 

試料液 1ml×2 枚 
＋SPC 培地混釈 

試料液 1ml×2 枚 
＋PCA 培地混釈 

培養 
35±1℃、48±3 時間 

培養 
30±1℃、72±3 時間 

菌の同定 

算定 
 

測定 
 

統計処理 
 

食品衛生検査指針 ISO 4833-1:2013 ISO 4833-2:2013 
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３．結果 
（１）測定結果 

別紙参照。 
（２）測定値の相関 

各試験法による測定値の相関を見るために、測定値の対数をグラフにプロットし、回

帰式および相関係数を算出した。 

y = 1.0234x + 0.2479

R2 = 0.9224
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グラフ１：ISO 混釈法と検査指針法による測定値の相関 

 

y = 0.9934x + 0.5439

R2 = 0.8814
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グラフ 2：ISO 塗抹法と検査指針法による測定値の相関 
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y = 0.9804x + 0.2429

R2 = 0.9748
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グラフ 3：ISO 混釈法と ISO 塗抹法による測定値の相関 

 
（３）測定値の差 

各試験法による測定値の差の傾向を見るために、測定値の対数をとり、差を算出した。 
 

表３ 肉の種類ごとの測定値の差（Log CFU/g (ISO混釈法)－Log CFU/g (検査指針法)） 

肉の種類 範囲 1.0超過の検体数 

牛肉  -0.076 ～ +1.440 1 / 21 
鶏肉  -0.048 ～ +1.166 3 / 21 
豚肉  -0.049 ～ +1.406 2 / 21 

 
表４ 加工の種類ごとの測定値の差（Log CFU/g (ISO混釈法)－Log CFU/g (検査指針法)） 

加工の種類 範囲 1.0超過の検体数 

スライス  -0.076 ～ +1.283 1/ 21 
ブロック  -0.048 ～ +1.440 3 / 21 
ミンチ  -0.025 ～ +1.155 2 / 21 
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表５ （Log CFU/g (ISO法)－Log CFU/g (従来法)）の差1.0超過の検体 

No. 肉の種類 加工の種類 
ISO混釈法 

菌数 (a) 

(Log CFU/g) 

検査指針法 

菌数 (b) 

(Log CFU/g) 

測定値の差 

(a)-(b) 

12 牛肉 ブロック 7.4797 6.0394 1.440 
54 豚肉 ブロック 5.4837 4.0774 1.406 
48 豚肉 スライス 8.8394 7.5563 1.283 
29 鶏肉 ブロック 8.5085 7.3424 1.166 
36 鶏肉 ミンチ 7.9542 6.7993 1.155 
41 鶏肉 ミンチ 8.3677 7.3170 1.051 
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グラフ 4：Log(ISO 混釈）と Log(検査指針)の差 
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グラフ 5：Log(ISO 塗抹）と Log(検査指針)の差 
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グラフ 6：Log(ISO 混釈）と Log(ISO 塗抹)の差 
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（４）菌の同定 
ISO混釈法と食品衛生検査指針法について、測定値の対数の差が1.0を超過した検体から3
菌株を分離し、菌種の同定をおこなった。 

 
表６ 菌の同定 

No. 肉の種類 加工の種類 ISO 混釈法 検査指針法 

12 牛肉 ブロック Klebsiella pneumoniae  

Klebsiella pneumoniae  

Bacillus circulans 

Lactococcus lactis 

Lactococcus lactis 

同定不可 

54 豚肉 ブロック Hafnia alvei  
(Enterobacter hafniae) 

Hafnia alvei  
(Enterobacter hafniae) 

Enterobacter cloacae 

Serratia marcescens 

Serratia marcescens 

Micrococcus luteus 

48 豚肉 スライス Bacillus circulans 

Bacillus circulans 

同定不可 

Bacillus circulans 

Pseudomonas fluorescens 

Yersinia enterocolitica Group 

29 鶏肉 ブロック Burkholderia cepacia 
(Pseudomonas cepacia) 

Klebsiella pneumoniae 

Burkholderia cepacia 
(Pseudomonas cepacia) 

Citrobacter freundii 

Bacillus licheniformis 

Burkholderia cepacia 
(Pseudomonas cepacia) 

36 鶏肉 ミンチ Klebsiella pneumoniae 

Burkholderia cepacia 
(Pseudomonas cepacia) 

Serratia marcescens 

Bacillus licheniformis 

Bacillus brevis 

Chromobacterium violaceum 

41 鶏肉 ミンチ Misc.Gram Negative Bacilli 

Misc.Gram Negative Bacilli 

Misc.Gram Negative Bacilli 

Misc.Gram Negative Bacilli 

Misc.Gram Negative Bacilli 

Pseudomonas fluorescens 

BBL クリスタル E/NF および GP による同定結果。 
 
４．考察 

ISO 混釈法と従来法（食品衛生検査指針法）の測定結果の相関係数(R2)は、0.9224 と

高い相関が認められた（グラフ１）。昨年度同事業で検討した「肉及び肉製品」以外の

食品群においても２つの試験法は、高い相関（相関係数 0.9048）が認められたことから

ISO 混釈法と従来法は、ISO6881 にある４つの食品群においては高い相関を示す。本年
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度は新しい規格 ISO4883-2（ISO 塗抹法）と従来法（検査指針法）においてもその相関

性を算出した。その相関係数(R2)は 0.8814（グラフ 2）と、混釈法どうしの相関係数より

も若干低い値となった。 
測定結果においては、昨年度と同様、従来法より ISO 混釈法の方が高くなる傾向があ

った（グラフ 4）が、63 検体中 57 検体が 1Log CFU/g の範囲内であった。肉の種類ごと

の測定値の差（表 3）および、加工の種類ごとの測定値の差（表 4）からは、肉の種類、

加工の種類による特色はみられなかった。1Log CFU/g の範囲外であった検体は、表５の

とおり。1Log CFU/g の範囲外の６検体について菌の同定をおこなった結果は、表６のと

おりである。結果に違いの出る要因として、培養温度と培養時間が挙げられる（表 7）の

で、分離された菌種について各培養温度帯での発育曲線の比較を行い確認する必要があ

る。 
ISO 4833-1:2013（混釈法）及び ISO 4833-2:2013（平板塗抹法）の規格においては採

用する試験法により得られる結果が異なる場合があると記載があるが、測定値の差は、

-0.389～0.951 の範囲内であり 1 Log CFU/g の範囲を超えた検体はなく、2 試験法で得ら

れた結果は、ほぼ変わらなかった。またその相関係数(R2)は、0.9748（グラフ 3）であっ

た。 
 
表７ 培養温度と培養時間 

試験法 培養温度 培養時間 
標準寒天平板培養法（食品衛生検査指針 2004） 35±1℃ 48±3 時間 
ISO 4833:2003 30±1℃ 72±3 時間 

以上
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別紙：測定結果一覧 
試料 

No. 
品名 肉種 形態 検査指針 ISO 混釈法 ISO 塗抹法 

1 豪州産 牛肉上バラカルビ焼肉用 牛 スライス 6.8837 7.0174 7.1517 

2 ｱﾒﾘｶ産 牛肉 ｶﾚｰｼﾁｭｰ用 牛 スライス 6.1021 6.9800 7.0492 

3 牛小間切れ(小）国内産 牛 スライス 7.2240 7.2163 7.2385 

4 輸入牛 肩バラうすぎり 牛 スライス 5.7202 5.6443 5.7068 

5 愛知県産尾張牛小間切 交雑種 牛 スライス 5.0453 5.2102 5.2464 

6 牛肉 小間切 国産 牛 スライス 5.8325 5.8451 5.8751 

7 国産牛肩ロース切落し 牛 スライス 4.0374 4.1124 4.1852 

8 アメリカ産 牛肉ヒレステーキ用 牛 ブロック 6.1206 6.7475 7.1230 

9 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ産 牛肩ﾛｰｽ ｽﾃｰｷ用 牛 ブロック 6.7482 6.7889 6.9191 

10 牛モモ（ローストビーフ用）（小）ニュージーランド産 牛 ブロック 5.7033 5.8451 5.9476 

11 輸入牛 バラブロック 牛 ブロック 6.5855 6.6284 6.7324 

12 豪州産牛かたまり（バラ肉） 牛 ブロック 6.0394 7.4797 7.4465 

13 牛肉 ブロック オーストラリア産 牛 ブロック 7.1644 7.2109 7.2316 

14 国産牛ヒレステーキ用 交雑種 牛 ブロック 5.2393 5.2746 5.3040 

15 牛肉挽肉（国産） 牛 ミンチ 5.6232 6.1063 6.2151 

16 国産牛 ミンチ 牛 ミンチ 6.2718 6.3916 6.0323 

17 めぐみ野大沼牛挽肉（小）（解凍品）北海道産 牛 ミンチ 5.0917 5.1954 5.2498 

18 牛上ひき肉（国産牛） 牛 ミンチ 6.3424 6.4983 6.1094 

19 尾張牛挽肉 愛知県産 牛 ミンチ 7.0414 7.0450 7.0396 

20 牛ミンチ 九州産 牛 ミンチ 8.1038 8.1748 8.1094 

21 国産牛挽肉（解凍） 牛 ミンチ 4.1508 4.7943 4.6353 

22 若どりもも肉すきやき用（国産） 鶏 スライス 7.5966 7.9566 7.9340 

23 国産若鶏 むね肉 親子丼用 鶏 スライス 4.5502 5.1461 6.0969 

24 めぐみ野あか鶏もも鍋・炒め物用（小）国内産 鶏 スライス 5.8325 5.9714 6.0268 

25 鹿児島県産若鶏むね肉切落とし 鶏 スライス 5.4425 5.5870 5.9431 

26 若鶏小間切（むね肉・もも肉）国内産 鶏 スライス 6.1189 6.8751 7.1545 

27 親鶏 すき焼き用 国産 鶏 スライス 8.2014 9.0641 9.0742 

28 国産若鶏もも・むね親子丼用 鶏 スライス 5.4338 5.9104 6.0249 

29 若どりもも肉（ブラジル産） 鶏 ブロック 7.3424 8.5085 8.6284 

30 ﾌﾞﾗｼﾞﾙ産 若鶏もも肉 鶏 ブロック 3.1055 4.0039 4.1274 

31 国内産若鶏もも肉 鶏 ブロック 6.1038 6.0555 6.1573 

32 若鶏もも肉 一枚 鶏 ブロック 4.1658 4.2281 4.0969 

33 三河赤鶏むね肉 愛知県産 鶏 ブロック 3.5855 3.6443 3.9629 

34 若鶏 正肉（モモ） 鹿児島県産 鶏 ブロック 7.8195 8.6021 8.6829 
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試料 

No. 
品名 肉種 形態 検査指針 ISO 混釈法 ISO 塗抹法 

35 国産若鶏もも肉 鶏 ブロック 3.7597 3.8644 3.9454 

36 いきいき鶏むね挽肉（国産） 鶏 ミンチ 6.7993 7.9542 8.0759 

37 国産若鶏 むね肉ミンチ 鶏 ミンチ 5.8228 6.2564 6.7295 

38 めぐみ野若鶏むね挽肉（小）解凍品国内産 鶏 ミンチ 5.6484 5.6232 5.6021 

39 若鶏むねひき肉 鶏 ミンチ 4.1319 4.1852 4.1109 

40 若鶏挽肉（むね肉）国内産 鶏 ミンチ 5.1818 5.3859 6.0503 

41 若鶏 ミンチ（上等） 鹿児島県産 鶏 ミンチ 7.3170 8.3677 8.4678 

42 国産若鶏もも・むね挽肉（解凍） 鶏 ミンチ 6.2317 6.8507 6.8829 

43 国産 豚肉バラうすぎり 豚 スライス 7.2430 7.1941 7.3050 

44 北海道産味わい豚 カレー用 豚 スライス 5.9542 6.0342 6.7748 

45 めぐみ野豚小間切れ宮城県産 豚 スライス 5.3355 5.3916 5.4500 

46 国産豚 肩肉極うすぎり 豚 スライス 4.7443 4.8129 5.1600 

47 豚小間切 国内産 豚 スライス 4.9269 5.6353 5.8590 

48 豚 小間切 国産 豚 スライス 7.5563 8.8394 9.0136 

49 国産豚小間切 豚 スライス 3.1569 3.3727 3.4500 

50 米国産 チルド豚肉 Ｔ－ＬＯＩＮ ＨＥＡＤ ＯＦＦ 豚 ブロック 6.8949 7.0378 7.1573 

51 国産味わい麦豚 もも かたまり 豚 ブロック 6.2945 6.6619 6.5209 

52 豚もも赤身ブロック（中）国内産 豚 ブロック 6.6675 6.8507 6.9104 

53 国産豚 ヒレブロック 豚 ブロック 3.5315 3.6307 3.5870 

54 みかわ旨香ポーク豚かたまり（モモ肉）愛知県産 豚 ブロック 4.0774 5.4837 6.1124 

55 豚バラ ブロック 九州産 豚 ブロック 6.5502 7.1414 7.3424 

56 国産豚肩ロースブロック 豚 ブロック 3.2613 3.7331 3.8006 

57 豚肉挽肉（国産） 豚 ミンチ 8.4057 8.7368 8.8420 

58 国産豚 ミンチ 豚 ミンチ 3.7818 4.6398 4.9960 

59 めぐみ野豚挽肉（解凍品）宮城県産 豚 ミンチ 6.1584 6.2777 6.2629 

60 豚挽肉（2 度挽）（国産） 豚 ミンチ 5.2878 6.1215 6.0000 

61 国内産豚挽肉 豚 ミンチ 6.0792 6.1708 6.6788 

62 豚 ミンチ 九州産 豚 ミンチ 8.4639 8.9980 9.0059 

63 国産豚肉挽肉（解凍） 豚 ミンチ 5.9661 6.8189 6.9080 
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試験法名一覧 
ISO 4833-1：2013 

Microbiology of the food chain -- Horizontal method for the enumeration of 
microorganisms – Part1: Colony-count at 30 ℃ by the pour plate technique 

ISO 4833-2：2013 
Microbiology of the food chain -- Horizontal method for the enumeration of 
microorganisms – Part2: Colony-count at 30 ℃ by the surface plating technique 

ISO 6887-1:1999 
Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Preparation of test samples, initial 
suspension and decimal dilutions for microbiological examination -- Part 1: General rules 
for the preparation of the initial suspension and decimal dilutions 

ISO 6887-2:2003 
Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Preparation of test samples, initial 
suspension and decimal dilutions for microbiological examination -- Part 2: Specific rules 
for the preparation of meat and meat products 

ISO 7218:2007 
Microbiology of food and animal feeding stuffs -- General requirements and guidance for 
microbiological examinations 

ISO 7218:2007Amd1:2013 
Microbiology of food and animal feeding stuffs -- General requirements and guidance for 
microbiological examinations AMENDMENT1 
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